
相模原市立鳥屋中学校

－「災害発生時の対応」について －

１ 相模原市内で「震度５強以上」の地震発生時

・学校の連絡有無にかかわらず生徒引き渡し。
在校時 ・連絡可能な状況であれば鳥屋中学校安全，安

心メール等にて保護者に連絡します。

登下校時 ・生徒の判断により、「学校」か「自宅」を選
択し安全に留意して、学校か自宅に直行する。

・安全が確保され、「学校再開」の連絡が確認
在宅時 されるまで休校とします。

・鳥屋中学校安全，安心メール等にて「休校」，
「学校再開」を保護者に連絡します。

２ 相模原市内で「震度５弱以下」の地震発生時

①・「授業を継続するか打ち切るか」あるいは「下校方法」等
を学校で判断します。
・状況により鳥屋中学校安全，安心メール等にて保護者に
対応等をお知らせする場合があります。

②・大規模な交通網の麻痺や停電、情報網の混乱等があった
場合は、「保護者への引き渡すまで」，「学校での保護」等
安全な措置を講ずることとします。

３「特別警報」が発表された時（大雨，暴風，大雪，暴風雪）

登校時 ・危険な状況であるため「休校」とします。

在校時 ・危険な状況であるため授業を中止し、「引き
渡し」を行います。



４「警報」が発表された時（大雨，洪水，暴風，大雪，暴風雪）

・危険性が高い場合は、「休校」または「登校
登校時 時間の繰り下げ」を行います。

・危険性がそれほど高くない場合は、安全を確
保した上での通常登校とします。

在校時 ・原則、通常の下校時まで授業を行います。

・危険性がそれほど高くない場合は、安全を確
下校時 保した上での通常下校とします。

・危険性が高い場合は、「下校時間の繰り上げ」
または「下校時間の繰り下げ」を行います。

・「下校時間の繰り下げ」を行い日没時刻とな
った場合は、「引き渡し」を行います。

①前日の対応について
・翌日に大雨，暴風，大雪等が想定される場合は、翌日の登下
校について判断します。生徒が在校している場合はその時点
で知らせます。

②当日の「緊急を要する」連絡について（学校からの連絡）
・鳥屋中学校安全，安心メール等で、朝６時３０分頃保護者に
連絡します。連絡のない場合は通常の登校となります。

※ただし、生徒への危険性が予測されると保護者が判断した場
合は、「自宅待機後に遅れて登校」することも可能です。そ
の場合は、学校までご一報いただければ「遅刻」扱いとはい
たしません。

５「避難情報」等が発令された場合

避難指示・避難勧告 避難準備・高齢者等避難開始

登校時 原則として登校はさせ 状況により登校を見合わせ
ない。 る。

下校させず「引き渡し」 状況により下校を見合わせ
在校時 を行う。それまでの間は る。

学校で一時保護する。


